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阿賀野市議会規則第 １ 号 

   阿賀野市議会会議規則の一部を改正する規則 

 阿賀野市議会会議規則（平成１６年阿賀野市議会規則第１号）の一部を次のように改正

する。 

 第１５７条の次に次の１条を加える。 

（通信端末機器の使用） 

第１５７条の２ 議員は、通信端末機器（議会が指定するタブレット型端末に限る。以下

同じ。）を会議において使用することができる。ただし、前条の印刷物の配布を電子デ

ータにより行う場合は、議長又は委員長の許可を得なければならない。 

２ 議員の通信端末機器の使用については、第１５６条の規定を準用する。 

３ 第１項本文及び前項の規定は、答弁者の通信端末機器の使用について準用する。 

４ 議長又は委員長は、前２項の規定に反する使用があった場合その他通信端末機器の使

用に関し議事に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、使用の中止を命ずるこ

とができる。 

   附 則 

 この規則は、令和６年１１月１日から施行する。   
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